
平成２８年度　秋田県　大腸がん検診の技術・体制的指標　（検診機関） A:0、B:1-5、C:6-10、D:11以上、Z:無回答 （出典：国立がん研究センター事業評価のためのチェックリスト）

（１） （２） （３） （４） （５） （６） （１） （２） （３） （１） （２） （３） （４） （５） （６） （７） （１） （２） （３） （４） （５） （１） （２） （３） （４）

50% 0% 30% 30% 30% 30% 100% 0% 90% 80% 70% 80% 90% 90% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 60% 6.22% 74.19% 0.18% 2.50%

秋田県総合保健事業団 （集団） ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 3 Ｂ 7.01% 76.05% 0.22% 3.11%

かづの厚生病院 （集団） ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 7 Ｃ 4.29% 100.00% 0.00% 0.00%

能代厚生医療センター （集団） × × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 11 Ｄ 6.52% 70.20% 0.23% 3.54%

（個別） × × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 11 Ｄ

北秋田市民病院 （集団） ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 7 Ｃ 6.90% 67.40% 0.40% 6.31%

秋田厚生医療センター

由利組合総合病院 （集団） ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 5 Ｂ 6.12% 60.99% 0.17% 2.83%

（個別） ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × 5 Ｂ

平鹿総合病院 （集団） × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 8 Ｃ 5.20% 73.90% 0.18% 0.00%

大曲厚生医療センター （集団） × × × × × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 8 Ｃ 6.80% 66.40% 0.10% 2.29%

雄勝中央病院 （集団） × × × × × × ○ × × ○ × ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 12 Ｄ 6.90% 78.60% 0.13% 1.95%

秋田県の実施率・平均率

調査項目

大
腸
が
ん
が
わ
が
国
の
が
ん
死
亡
の
上
位
に
位
置
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

検
査
は
、

免
疫
便
潜
血
検
査
2
日
法
を
行
い
ま
し
た
か

便
潜
血
検
査
キ
ッ

ト
の
キ
ッ

ト
名
、

測
定
方
法
（

用
手
法
も
し
く
は
自
動
分
析
装
置
法
）
、

カ
ッ

ト
オ
フ
値
（

定
性

法
の
場
合
は
検
出
感
度
）

を
仕
様
書
に
す
べ
て
明
記
し
ま
し
た
か

※
仕
様
書
と
は
委
託
元
市
区
町
村
と
の
契
約
時
に
提
出
す
る
書
類
の
こ
と
で
す
。
（

仕
様
書
以
外
で
も
何
ら
か
の
形

で
委
託
元
市
区
町
村
に
報
告
し
て
い
れ
ば
よ
い
）

貴
施
設
（

も
し
く
は
医
師
会
等
）

が
仕
様
書
に
キ
ッ

ト
名
、

測
定

方
法
、

カ
ッ

ト
オ
フ
値
の
全
て
を
明
記
し
た
場
合
に
○
と
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

調査１　検診機関調査用遵守状況

便
潜
血
検
査
陽
性
で
要
精
密
検
査
と
な
っ

た
場
合
に
は
、

必
ず
精
密
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
（

便
潜
血
検

査
の
再
検
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
）

を
説
明
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
の
方
法
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か
（

検
査
の
概
要
や
、

精
密
検
査
の
第
一
選
択
は
全
大
腸
内
視
鏡
検
査

で
あ
る
こ
と
、

ま
た
全
大
腸
内
視
鏡
検
査
が
困
難
な
場
合
は
Ｓ
状
結
腸
内
視
鏡
検
査
と
注
腸
エ
ッ

ク
ス
線
検
査
の
併

用
と
な
る
こ
と
）

検
診
の
有
効
性
（

便
潜
血
検
査
に
よ
る
大
腸
が
ん
検
診
に
は
死
亡
率
減
少
効
果
が
あ
る
こ
と
）

に
加
え
て
、

が
ん
検

診
で
必
ず
が
ん
を
見
つ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
（

偽
陰
性
）
、

が
ん
が
な
く
て
も
が
ん
検
診
の
結
果
が
「

陽

性
」

と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
（

偽
陽
性
）

な
ど
、

が
ん
検
診
の
欠
点
に
つ
い
て
説
明
し
ま
し
た
か

精
密
検
査
結
果
は
市
区
町
村
等
へ
報
告
す
る
こ
と
、

ま
た
他
の
医
療
機
関
に
精
密
検
査
を
依
頼
し
た
場
合
は
、

検
診

機
関
が
そ
の
結
果
を
共
有
す
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

※
精
密
検
査
結
果
は
、

個
人
の
同
意
が
な
く
て
も
、

市
区
町
村
や
検
診
機
関
に
対
し
て
提
供
可
能
（

個
人
情
報
保
護

法
の
例
外
事
項
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
）

検
診
受
診
の
継
続
（

毎
年
）

が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、

症
状
が
あ
る
場
合
は
医
療
機
関
の
受
診
が
重
要
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
か

１．受診者への説明　（検診の際、あるいはそれに先立って受診者全
員に対して行う説明）

２．検査の精度管理 ３．検体の取り扱い 4. システムとしての精度管理

検
査
施
設
で
は
検
体
を
受
領
後
冷
蔵
保
存
し
ま
し
た
か

プ
ロ
セ
ス
指
標
値
や
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
の
遵
守
状
況
に
基
づ
い
て
、

自
施
設
の
精
度
管
理
状
況
を
評
価
し
、

改
善
に

向
け
た
検
討
を
行
っ

て
い
ま
す
か
。

あ
る
い
は
、

都
道
府
県
の
生
活
習
慣
病
検
診
等
管
理
指
導
協
議
会
、

市
区
町

村
、

医
師
会
等
か
ら
指
導
・
助
言
等
が
あ
っ

た
場
合
は
、

そ
れ
を
参
考
に
し
て
改
善
に
努
め
ま
し
た
か

自
施
設
の
検
診
結
果
に
つ
い
て
、

要
精
検
率
、

精
検
受
診
率
、

が
ん
発
見
率
、

陽
性
反
応
適
中
度
等
の
プ
ロ
セ
ス
指

標
値
を
把
握
し
ま
し
た
か

※
・
本
調
査
で
は
平
成
〔

2
6
〕

年
度
の
プ
ロ
セ
ス
指
標
値
に
つ
い
て
回
答
し
て
く
だ
さ
い
。

・
貴
施
設
単
独
で
算
出
で
き
な
い
指
標
値
は
、

自
治
体
等
と
連
携
し
て
把
握
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
自
治
体
等
が
集

計
し
た
指
標
値
を
後
か
ら
把
握
す
る
こ
と
も
可
で
す
。

精
密
検
査
方
法
及
び
、

精
密
検
査
（

治
療
）

結
果
（

内
視
鏡
診
断
や
生
検
結
果
、

内
視
鏡
的
治
療
ま
た
は
外
科
手
術

所
見
と
病
理
組
織
検
査
結
果
な
ど
）

に
つ
い
て
、

市
区
町
村
や
医
師
会
か
ら
求
め
ら
れ
た
項
目
の
積
極
的
な
把
握
に

努
め
ま
し
た
か

※
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告
に
必
要
な
情
報
を
指
し
ま
す
。

※
※
本
調
査
で
は
、

平
成
2
8
年
度
中
に
依
頼
さ
れ
た
項
目
に
つ
い
て
、

把
握
し
た
か
ど
う
か
を
回
答
し
て
く
だ
さ

い
。

が
ん
検
診
の
結
果
及
び
そ
れ
に
関
わ
る
情
報
に
つ
い
て
、

市
区
町
村
や
医
師
会
等
か
ら
求
め
ら
れ
た
項
目
を
全
て
報

告
し
ま
し
た
か
も
し
く
は
外
注
先
が
全
て
報
告
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
か

※
地
域
保
健
・
健
康
増
進
事
業
報
告
に
必
要
な
情
報
を
指
し
ま
す
。

大
腸
が
ん
検
診
マ
ニ
ュ

ア
ル
（

2
0
1
3
年
日
本
消
化
器
が
ん
検
診
学
会
刊
行
）

に
記
載
さ
れ
た
方
法
に
準
拠
し
て

行
い
ま
し
た
か

※
測
定
原
理
に
よ
り
様
々
な
検
査
キ
ッ

ト
が
あ
り
、

判
定
は
機
械
に
よ
る
自
動
判
定
の
他
に
目
視
判
定
が
あ
り
ま

す
。

検
査
キ
ッ

ト
の
使
用
期
限
を
守
る
と
共
に
、

日
々
、

機
器
及
び
測
定
系
の
精
度
管
理
に
務
め
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

採
便
方
法
に
つ
い
て
チ
ラ
シ
や
リ
ー

フ
レ
ッ

ト
（

採
便
キ
ッ

ト
の
説
明
書
な
ど
）

を
用
い
て
受
診
者
に
説
明
し
ま
し

た
か

採
便
後
即
日
（

2
日
目
）

回
収
を
原
則
と
し
ま
し
た
か
（

離
島
や
遠
隔
地
は
例
外
と
し
ま
す
）

受
診
者
へ
の
結
果
の
通
知
・
説
明
、

ま
た
は
そ
の
た
め
の
市
区
町
村
へ
の
結
果
報
告
は
、

検
体
回
収
後
2
週
間
以
内

に
い
ま
し
た
か

※
市
区
町
村
を
介
し
て
受
診
者
に
結
果
を
通
知
す
る
場
合
は
、

市
区
町
村
に
遅
く
と
も
2
週
間
以
内
に
通
知
し
て
い

れ
ば
〇
で
す
。

検
診
結
果
は
少
な
く
と
も
5
年
間
は
保
存
し
て
い
ま
す
か

検
体
回
収
後
原
則
と
し
て
2
4
時
間
以
内
に
測
定
し
ま
し
た
か
（

検
査
機
器
の
不
調
、

検
査
提
出
数
が
想
定
以
上
に

多
か
っ

た
場
合
を
除
き
ま
す
）

受
診
者
か
ら
検
体
を
回
収
し
て
か
ら
自
施
設
で
検
査
を
行
う
ま
で
の
間
あ
る
い
は
検
査
施
設
へ
引
き
渡
す
ま
で
の

間
、

冷
蔵
保
存
し
ま
し
た
か

採
便
後
は
検
体
を
冷
蔵
庫
あ
る
い
は
冷
所
に
保
存
す
る
よ
う
受
診
者
に
指
導
し
ま
し
た
か

判

定

未

実

施

項

目

数

平成26年度に行った検診の指標値を記入してください

大
腸
が
ん
検
診
の
要
精
検
率
（

要
精
検
者
/
全
受
診
者
）

大
腸
が
ん
検
診
の
精
検
受
診
率
（

要
精
検
者
中
の
精
検
受
診
者
/
要
精
検
者
）

大
腸
が
ん
検
診
の
大
腸
が
ん
発
見
率
（

要
精
検
者
中
の
発
見
大
腸
が
ん
患
者
/
全
受
診
者
）

大
腸
が
ん
検
診
の
陽
性
反
応
適
中
度
（

要
精
検
者
中
の
発
見
大
腸
が
ん
患
者
/
要
精
検
者
）

調査２　検診機関指標値（プロセス指標）

指導 

項目 

※１ 

  
 

指導 

項目 

※２ 

  
 

資料２－９ 


